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東 京 に お け る 自 然 の 保 護 と 回 復 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 東 京 都 条 例 第 二 百 十 六 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ） 

改 正 案 現   行 
 

第 一 条 か ら 第 十 一 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 

 

（ 東 京 都 自 然 環 境 保 全 審 議 会 ） 

 

第 一 条 か ら 第 十 一 条 ま で （ 略 ） 

 

（ 東 京 都 自 然 環 境 保 全 審 議 会 ） 

第 十 二 条 （ 現 行 の と お り ） 第 十 二 条 （ 略 ） 

２ 審 議 会 は 、 知 事 の 諮 問 に 応 じ 、 自 然 の 保 護 と 回 復 に 関 す る 次 に 掲 げ

る 事 項 を 調 査 審 議 す る 。 

２ 審 議 会 は 、 知 事 の 諮 問 に 応 じ 、 自 然 の 保 護 と 回 復 に 関 す る 次 に 掲 げ

る 事 項 を 調 査 審 議 す る 。 

一 か ら 四 ま で （ 現 行 の と お り ）  

五 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 八

十 八 号 ） 及 び 温 泉 法( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 五 号) の 規 定 に よ り

そ の 権 限 に 属 す る 事 項 に 関 す る こ と 。 

一 か ら 四 ま で （ 略 ）  

五 鳥 獣 保 護 及 狩 猟 ニ 関 ス ル 法 律( 大 正 七 年 法 律 第 三 十 二 号 ) 及 び 温 泉

法( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 五 号) の 規 定 に よ り そ の 権 限 に 属 す る

事 項 に 関 す る こ と 。 

六 東 京 都 自 然 公 園 条 例 （ 平 成 十 四 年 東 京 都 条 例 第 九 十 五 号 ） の 規 定

に よ り そ の 権 限 に 属 す る 事 項 及 び 自 然 公 園 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第

百 六 十 一 号 ） 第 七 条 第 四 項 の 国 定 公 園 に 関 す る 公 園 事 業 に 関 す る こ

と 。 

六 東 京 都 自 然 公 園 条 例 （ 平 成 十 四 年 東 京 都 条 例 第 九 十 五 号 ） の 規 定

に よ り そ の 権 限 に 属 す る 事 項 及 び 自 然 公 園 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第

百 六 十 一 号 ） 第 十 二 条 第 四 項 の 国 定 公 園 に 関 す る 公 園 事 業 に 関 す る

こ と 。 

七 （ 現 行 の と お り ） 七  （ 略 ） 

３ か ら ９ ま で （ 現 行 の と お り ）  ３ か ら ９ ま で （ 略 ）  

 

第 十 三 条 か ら 第 二 十 四 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 

 

 

第 十 三 条 か ら 第 二 十 四 条 ま で （ 略 ） 
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（ 野 生 動 植 物 保 護 地 区 ） （ 野 生 動 植 物 保 護 地 区 ） 
第 二 十 五 条 （ 現 行 の と お り ） 

２ （ 現 行 の と お り ） 

第 二 十 五 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

３ 何 人 も 、 第 一 項 の 野 生 動 植 物 保 護 地 区 内 に お い て は 、 そ の 野 生 動 植

物 保 護 地 区 に 係 る 野 生 動 植 物 （ 動 物 の 卵 を 含 む 。 ） を 、 捕 獲 し 、 若 し

く は 殺 傷 し 、 又 は 採 取 し 、 若 し く は 損 傷 し て は な ら な い 。 た だ し 、 次

に 掲 げ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

３ 何 人 も 、 第 一 項 の 野 生 動 植 物 保 護 地 区 内 に お い て は 、 そ の 野 生 動 植

物 保 護 地 区 に 係 る 野 生 動 植 物 （ 動 物 の 卵 を 含 む 。 ） を 、 捕 獲 し 、 若 し く

は 殺 傷 し 、 又 は 採 取 し 、 若 し く は 損 傷 し て は な ら な い 。 た だ し 、 次 に

掲 げ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

一 か ら 四 ま で （ 現 行 の と お り ） 一 か ら 四 ま で （ 略 ） 

五 自 然 公 園 法 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 締 結 さ れ た 風 景 地 保

護 協 定 に 基 づ い て 同 項 第 一 号 の 風 景 地 保 護 協 定 区 域 内 で 行 う 行 為

で あ っ て 、 同 項 第 二 号 若 し く は 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 に 従 っ て 行 う も

の 又 は 東 京 都 自 然 公 園 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 締 結 さ れ

た 風 景 地 保 護 協 定 に 基 づ い て 同 項 第 一 号 の 風 景 地 保 護 協 定 区 域 内

で 行 う 行 為 で あ っ て 、 同 項 第 二 号 若 し く は 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 に

従 っ て 行 う も の を 行 う 場 合 

 

六 通 常 の 管 理 行 為 又 は 軽 易 な 行 為 の う ち 、 保 全 地 域 に お け る 自 然 の

保 護 と 回 復 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が な い も の で 規 則 で 定 め る も の

を 行 う た め に す る 場 合 
五 通 常 の 管 理 行 為 又 は 軽 易 な 行 為 の う ち 、 保 全 地 域 に お け る 自 然 の

保 護 と 回 復 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が な い も の で 規 則 で 定 め る も の を

行 う た め に す る 場 合 

七 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 知 事 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め て 許 可

し た 場 合 

六 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 知 事 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め て 許 可

し た 場 合 
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第 二 十 六 条 （ 現 行 の と お り ） 

 

( 許 可 の 条 件) 

第 二 十 七 条 知 事 は 、 第 二 十 二 条 第 三 項 、 第 二 十 四 条 及 び 第 二 十 五 条 第

三 項 第 七 号 の 許 可 に は 、 保 全 地 域 に お け る 自 然 の 保 護 と 回 復 の た め に

必 要 な 限 度 に お い て 、 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。 

 

第 二 十 八 条 及 び 第 二 十 九 条 （ 略 ） 

 

（ 許 可 及 び 届 出 の 適 用 除 外 ） 

第 三 十 条 次 に 掲 げ る 行 為 に つ い て は 、 第 二 十 二 条 第 三 項 、 第 二 十 四 条

及 び 第 二 十 八 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 

第 二 十 六 条 （ 略 ） 

 

( 許 可 の 条 件) 

第 二 十 七 条 知 事 は 、 第 二 十 二 条 第 三 項 、 第 二 十 四 条 及 び 第 二 十 五 条 第

三 項 第 六 号 の 許 可 に は 、 保 全 地 域 に お け る 自 然 の 保 護 と 回 復 の た め に

必 要 な 限 度 に お い て 、 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。 

 

第 二 十 八 条 及 び 第 二 十 九 条 （ 略 ） 

 

（ 許 可 及 び 届 出 の 適 用 除 外 ） 

第 三 十 条 次 に 掲 げ る 行 為 に つ い て は 、 第 二 十 二 条 第 三 項 、 第 二 十 四 条

及 び 第 二 十 八 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 

一 及 び 二 （ 現 行 の と お り ） 一 及 び 二 （ 略 ） 

三 自 然 公 園 法 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 締 結 さ れ た 風 景 地 保

護 協 定 に 基 づ い て 同 項 第 一 号 の 風 景 地 保 護 協 定 区 域 内 で 行 う 行 為

で あ っ て 、 同 項 第 二 号 若 し く は 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 に 従 っ て 行 う も

の 又 は 東 京 都 自 然 公 園 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 締 結 さ れ

た 風 景 地 保 護 協 定 に 基 づ い て 同 項 第 一 号 の 風 景 地 保 護 協 定 区 域 内

で 行 う 行 為 で あ っ て 、 同 項 第 二 号 若 し く は 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 に

従 っ て 行 う も の 

 

四 通 常 の 管 理 行 為 又 は 軽 易 な 行 為 の う ち 、 保 全 地 域 に お け る 自 然 の

保 護 と 回 復 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が な い も の で 規 則 で 定 め る も の 

三 通 常 の 管 理 行 為 又 は 軽 易 な 行 為 の う ち 、 保 全 地 域 に お け る 自 然 の

保 護 と 回 復 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が な い も の で 規 則 で 定 め る も の 
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２ 次 に 掲 げ る 行 為 に つ い て は 、 第 二 十 三 条 及 び 前 条 の 規 定 は 、 適 用 し

な い 。 

２ 次 に 掲 げ る 行 為 に つ い て は 、 第 二 十 三 条 及 び 前 条 の 規 定 は 、 適 用 し

な い 。 
一 か ら 三 ま で （ 現 行 の と お り ） 一 か ら 三 ま で （ 略 ） 

四 自 然 公 園 法 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 締 結 さ れ た 風 景 地 保

護 協 定 に 基 づ い て 同 項 第 一 号 の 風 景 地 保 護 協 定 区 域 内 で 行 う 行 為

で あ っ て 、 同 項 第 二 号 若 し く は 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 に 従 っ て 行 う も

の 又 は 東 京 都 自 然 公 園 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 締 結 さ れ

た 風 景 地 保 護 協 定 に 基 づ い て 同 項 第 一 号 の 風 景 地 保 護 協 定 区 域 内

で 行 う 行 為 で あ っ て 、 同 項 第 二 号 若 し く は 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 に

従 っ て 行 う も の 

 

五 通 常 の 管 理 行 為 又 は 軽 易 な 行 為 の う ち 、 自 然 環 境 保 全 地 域 又 は 森

林 環 境 保 全 地 域 に お け る 自 然 の 保 護 と 回 復 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ

が な い も の で 規 則 で 定 め る も の 

四 通 常 の 管 理 行 為 又 は 軽 易 な 行 為 の う ち 、 自 然 環 境 保 全 地 域 又 は 森

林 環 境 保 全 地 域 に お け る 自 然 の 保 護 と 回 復 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が

な い も の で 規 則 で 定 め る も の 

六 自 然 環 境 保 全 地 域 又 は 森 林 環 境 保 全 地 域 が 指 定 さ れ 、 又 は そ の 区

域 が 拡 張 さ れ た 際 着 手 し て い る 行 為 

五 自 然 環 境 保 全 地 域 又 は 森 林 環 境 保 全 地 域 が 指 定 さ れ 、 又 は そ の 区

域 が 拡 張 さ れ た 際 着 手 し て い る 行 為 

 

第 三 十 一 条 （ 現 行 の と お り ） 

 

( 国 等 に 対 す る 特 例) 

第 三 十 二 条 国 の 機 関 又 は 地 方 公 共 団 体 が 行 う 行 為 に つ い て は 、 第 二 十

二 条 第 三 項 、 第 二 十 四 条 又 は 第 二 十 五 条 第 三 項 第 七 号 の 許 可 を 受 け る

 

第 三 十 一 条 （ 略 ） 

 

( 国 等 に 対 す る 特 例) 

第 三 十 二 条 国 の 機 関 又 は 地 方 公 共 団 体 が 行 う 行 為 に つ い て は 、 第 二 十

二 条 第 三 項 、 第 二 十 四 条 又 は 第 二 十 五 条 第 三 項 第 六 号 の 許 可 を 受 け る
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こ と を 要 し な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 国 の 機 関 又 は 地 方 公 共 団 体

は 、 そ の 行 為 を 行 お う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 知 事 に 協 議 し な け

れ ば な ら な い 。 

２ （ 現 行 の と お り ） 

 

第 三 十 三 条 （ 現 行 の と お り ） 

 

( 土 地 の 買 入 れ の 義 務) 

第 三 十 四 条 都 は 、 保 全 地 域 内 の 土 地 で そ の 区 域 の 自 然 の 保 護 と 回 復 の

た め に 必 要 が あ る と 認 め る も の に つ い て 、 そ の 所 有 者 か ら 第 二 十 二 条

第 三 項 、 第 二 十 四 条 又 は 第 二 十 五 条 第 三 項 第 七 号 の 許 可 を 得 る こ と が

で き な い た め 、 そ の 土 地 の 利 用 に 著 し い 支 障 を 来 す こ と と な る こ と に

よ り 、 そ の 土 地 を 都 に お い て 買 い 入 れ る べ き 旨 の 申 出 が あ っ た 場 合 に

お い て は 、 こ れ を 買 い 入 れ る も の と す る 。 

２ 及 び ３ （ 現 行 の と お り ） 

 

第 三 十 五 条 か ら 第 四 十 二 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 

 

（ 東 京 都 希 少 野 生 動 植 物 保 護 区 の 指 定 等 ） 
こ と を 要 し な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 国 の 機 関 又 は 地 方 公 共 団 体

は 、 そ の 行 為 を 行 お う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 知 事 に 協 議 し な け

れ ば な ら な い 。 

２ （ 略 ） 

 

第 三 十 三 条 （ 略 ） 

 

( 土 地 の 買 入 れ の 義 務) 

第 三 十 四 条 都 は 、 保 全 地 域 内 の 土 地 で そ の 区 域 の 自 然 の 保 護 と 回 復 の

た め に 必 要 が あ る と 認 め る も の に つ い て 、 そ の 所 有 者 か ら 第 二 十 二 条

第 三 項 、 第 二 十 四 条 又 は 第 二 十 五 条 第 三 項 第 六 号 の 許 可 を 得 る こ と が

で き な い た め 、 そ の 土 地 の 利 用 に 著 し い 支 障 を 来 す こ と と な る こ と に

よ り 、 そ の 土 地 を 都 に お い て 買 い 入 れ る べ き 旨 の 申 出 が あ っ た 場 合 に

お い て は 、 こ れ を 買 い 入 れ る も の と す る 。 

２ 及 び ３ （ 略 ） 

 

第 三 十 五 条 か ら 第 四 十 二 条 ま で （ 略 ） 

 
（ 東 京 都 希 少 野 生 動 植 物 保 護 区 の 指 定 等 ） 

第 四 十 三 条 （ 現 行 の と お り ） 第 四 十 三 条 （ 略 ） 

２ か ら ５ ま で （ 現 行 の と お り ） ２ か ら ５ ま で （ 略 ） 

６ 次 に 掲 げ る 行 為 に つ い て は 、 第 四 項 の 規 定 は 適 用 し な い 。 ６ 次 に 掲 げ る 行 為 に つ い て は 、 第 四 項 の 規 定 は 適 用 し な い 。 
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一 （ 現 行 の と お り ） 一 （ 略 ） 
二 自 然 公 園 法 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 締 結 さ れ た 風 景 地 保

護 協 定 に 基 づ い て 同 項 第 一 号 の 風 景 地 保 護 協 定 区 域 内 で 行 う 行 為

で あ っ て 、 同 項 第 二 号 若 し く は 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 に 従 っ て 行 う も

の 又 は 東 京 都 自 然 公 園 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 締 結 さ れ

た 風 景 地 保 護 協 定 に 基 づ い て 同 項 第 一 号 の 風 景 地 保 護 協 定 区 域 内

で 行 う 行 為 で あ っ て 、 同 項 第 二 号 若 し く は 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 に

従 っ て 行 う も の 

 
三 通 常 の 管 理 行 為 又 は 軽 易 な 行 為 の う ち 、 東 京 都 希 少 野 生 動 植 物 種

の 個 体 の 生 息 又 は 生 育 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ の な い も の と し て 規

則 で 定 め る も の 

二 通 常 の 管 理 行 為 又 は 軽 易 な 行 為 の う ち 、 東 京 都 希 少 野 生 動 植 物 種

の 個 体 の 生 息 又 は 生 育 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ の な い も の と し て 規 則

で 定 め る も の 

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 知 事 が 特 に 必 要 と 認 め て 許 可 し た も

の 

三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 知 事 が 特 に 必 要 と 認 め て 許 可 し た も

の 

 

第 四 十 四 条 か ら 第 五 十 五 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 

 

（ 適 用 除 外 ） 

 

第 四 十 四 条 か ら 第 五 十 五 条 ま で （ 略 ） 

 

（ 適 用 除 外 ） 

第 五 十 六 条 第 四 十 七 条 及 び 第 四 十 八 条 の 規 定 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行

為 に つ い て は 、 適 用 し な い 。 

第 五 十 六 条 第 四 十 七 条 及 び 第 四 十 八 条 の 規 定 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行

為 に つ い て は 、 適 用 し な い 。 

一 （ 現 行 の と お り ） 一 （ 略 ） 

二 自 然 公 園 法 第 十 三 条 第 三 項 若 し く は 第 十 四 条 第 三 項 の 許 可 に 係 二 自 然 公 園 法 第 十 七 条 第 三 項 若 し く は 第 十 八 条 第 三 項 の 許 可 に 係 る



- 
7 

- 

る 行 為 、 同 法 第 十 三 条 第 九 項 第 三 号 若 し く は 第 十 四 条 第 八 項 第 三 号

に 掲 げ る 行 為 若 し く は 同 法 第 五 十 六 条 の 協 議 に 係 る 行 為 又 は 東 京

都 自 然 公 園 条 例 第 十 二 条 第 一 項 の 許 可 に 係 る 行 為 若 し く は 同 条 第

六 項 第 三 号 に 掲 げ る 行 為 

行 為 、 同 法 第 十 七 条 第 九 項 第 二 号 若 し く は 第 十 八 条 第 八 項 第 二 号 に

掲 げ る 行 為 若 し く は 同 法 第 四 十 条 の 協 議 に 係 る 行 為 又 は 東 京 都 自 然

公 園 条 例 第 十 二 条 第 一 項 の 許 可 に 係 る 行 為 若 し く は 同 条 第 六 項 第 二

号 に 掲 げ る 行 為 

三 自 然 公 園 法 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 締 結 さ れ た 風 景 地 保

護 協 定 に 基 づ い て 同 項 第 一 号 の 風 景 地 保 護 協 定 区 域 内 で 行 う 行 為

で あ っ て 、 同 項 第 二 号 若 し く は 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 に 従 っ て 行 う も

の 又 は 東 京 都 自 然 公 園 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 締 結 さ れ

た 風 景 地 保 護 協 定 に 基 づ い て 同 項 第 一 号 の 風 景 地 保 護 協 定 区 域 内

で 行 う 行 為 で あ っ て 、 同 項 第 二 号 若 し く は 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 に

従 っ て 行 う も の 

 

四 （ 現 行 の と お り ） 

五 （ 現 行 の と お り ） 

六 （ 現 行 の と お り ） 

七 （ 現 行 の と お り ） 

八 （ 現 行 の と お り ） 

九 （ 現 行 の と お り ） 

 

第 五 十 七 条 （ 現 行 の と お り ） 

 

三 （ 略 ） 

四 （ 略 ） 

五 （ 略 ） 

六 （ 略 ） 

七 （ 略 ） 

八 （ 略 ） 

 
第 五 十 七 条 （ 略 ） 
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( 報 告 及 び 検 査 等) 
第 五 十 八 条 知 事 は 、 自 然 の 保 護 と 回 復 の た め 必 要 な 限 度 に お い て 、 第

十 四 条 第 一 項 の 届 出 を し た 者 、 第 二 十 二 条 第 三 項 、 第 二 十 四 条 、 第 二

十 五 条 第 三 項 第 七 号 、 第 四 十 二 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 三 条 第 四 項 の

許 可 を 受 け た 者 、 第 二 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 行 為 を 制 限 さ れ 、 若

し く は 必 要 な 措 置 を と る べ き 旨 を 命 ぜ ら れ た 者 又 は 第 四 十 七 条 第 一

項 、 第 四 十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 九 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け た 者 に

対 し 、 そ の 行 為 の 実 施 状 況 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い て 報 告 を 求 め 、 又

は そ の 職 員 に 、 第 十 四 条 第 一 項 の 届 出 に 係 る 行 為 を 行 う 土 地 若 し く は

建 物 内 に 立 ち 入 り 、 保 全 地 域 内 、 東 京 都 希 少 野 生 動 植 物 保 護 区 内 若 し

く は 第 四 十 二 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 第 四 項 、 第 四 十 七 条 第 一 項 、 第 四

十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 九 条 第 一 項 の 許 可 に 係 る 行 為 を す る 土

地 の 区 域 内 の 土 地 若 し く は 建 物 内 に 立 ち 入 り 、 第 十 四 条 第 一 項 、 第 二

十 二 条 第 三 項 各 号 、 第 二 十 三 条 第 一 項 各 号 、 第 二 十 四 条 、 第 二 十 五 条

第 三 項 本 文 、 第 四 十 二 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 第 四 項 各 号 、 第 四 十 七 条

第 一 項 、 第 四 十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 九 条 第 一 項 に 掲 げ る 行 為 の

実 施 状 況 を 検 査 さ せ 、 若 し く は こ れ ら の 行 為 の 自 然 に 及 ぼ す 影 響 を 調

査 さ せ る こ と が で き る 。 

２ 及 び ３ （ 現 行 の と お り ） 

 

( 報 告 及 び 検 査 等) 

第 五 十 八 条 知 事 は 、 自 然 の 保 護 と 回 復 の た め 必 要 な 限 度 に お い て 、 第

十 四 条 第 一 項 の 届 出 を し た 者 、 第 二 十 二 条 第 三 項 、 第 二 十 四 条 、 第 二

十 五 条 第 三 項 第 六 号 、 第 四 十 二 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 三 条 第 四 項 の

許 可 を 受 け た 者 、 第 二 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 行 為 を 制 限 さ れ 、 若

し く は 必 要 な 措 置 を と る べ き 旨 を 命 ぜ ら れ た 者 又 は 第 四 十 七 条 第 一

項 、 第 四 十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 九 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け た 者 に

対 し 、 そ の 行 為 の 実 施 状 況 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い て 報 告 を 求 め 、 又

は そ の 職 員 に 、 第 十 四 条 第 一 項 の 届 出 に 係 る 行 為 を 行 う 土 地 若 し く は

建 物 内 に 立 ち 入 り 、 保 全 地 域 内 、 東 京 都 希 少 野 生 動 植 物 保 護 区 内 若 し

く は 第 四 十 二 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 第 四 項 、 第 四 十 七 条 第 一 項 、 第 四

十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 九 条 第 一 項 の 許 可 に 係 る 行 為 を す る 土 地

の 区 域 内 の 土 地 若 し く は 建 物 内 に 立 ち 入 り 、 第 十 四 条 第 一 項 、 第 二 十

二 条 第 三 項 各 号 、 第 二 十 三 条 第 一 項 各 号 、 第 二 十 四 条 、 第 二 十 五 条 第

三 項 本 文 、 第 四 十 二 条 第 一 項 、 第 四 十 三 条 第 四 項 各 号 、 第 四 十 七 条 第

一 項 、 第 四 十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 四 十 九 条 第 一 項 に 掲 げ る 行 為 の 実

施 状 況 を 検 査 さ せ 、 若 し く は こ れ ら の 行 為 の 自 然 に 及 ぼ す 影 響 を 調 査

さ せ る こ と が で き る 。 
２ 及 び ３ （ 略 ） 
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第 五 十 九 条 （ 現 行 の と お り ） 

 

( 損 失 補 償) 

第 六 十 条 都 は 、 第 二 十 二 条 第 三 項 、 第 二 十 四 条 、 第 二 十 五 条 第 三 項 第

七 号 若 し く は 第 四 十 三 条 第 四 項 の 許 可 を 得 る こ と が で き な い た め 、 第

二 十 七 条 若 し く は 第 四 十 三 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 許 可 に 条 件 を 付 せ

ら れ た た め 、 第 二 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 処 分 を 受 け た た め 、 又 は

前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 職 員 の 行 為 の た め 損 失 を 受 け た 者 に 対 し て 、

通 常 生 ず べ き 損 失 を 補 償 す る 。 

２ 及 び ３ （ 現 行 の と お り ） 

 

第 六 十 一 条 か ら 第 六 十 八 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 

 

第 五 十 九 条 （ 略 ） 

 

( 損 失 補 償) 

第 六 十 条 都 は 、 第 二 十 二 条 第 三 項 、 第 二 十 四 条 、 第 二 十 五 条 第 三 項 第

六 号 若 し く は 第 四 十 三 条 第 四 項 の 許 可 を 得 る こ と が で き な い た め 、 第

二 十 七 条 若 し く は 第 四 十 三 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 許 可 に 条 件 を 付 せ ら

れ た た め 、 第 二 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 処 分 を 受 け た た め 、 又 は 前

条 第 一 項 の 規 定 に よ る 職 員 の 行 為 の た め 損 失 を 受 け た 者 に 対 し て 、 通

常 生 ず べ き 損 失 を 補 償 す る 。 

２ 及 び ３ （ 略 ） 

 

第 六 十 一 条 か ら 第 六 十 八 条 ま で （ 略 ） 

 

 


